
２２薬感第１７２５２号 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

  各医療機関の長 様 

                                 香川県薬務感染症対策課長 

                                     (公印省略) 

 

麻麻麻麻しんのしんのしんのしんの検査診断検査診断検査診断検査診断についてについてについてについて((((協力依頼協力依頼協力依頼協力依頼))))    

    

 日頃、県内の感染症対策について御協力くださいまして、ありがとうございます。 

 さて、現在、全国的に麻疹排除が感染症対策の重点目標になっていますが、本県でも平成２４年度排除を目指

してその対策に取り組んでおります。ご承知のように、平成２０年１月１日から麻しんと診断した場合、すべて

の医療機関は７日以内(可能な限り２４時間以内)に管轄の保健所への届出義務がありますが、さらに特定感染症

予防指針（平成１９年１２月２８日厚生労働省告示第４４２号）にて、麻しん患者の発生数が一定数以下になっ

た場合、原則として全例を検査診断することになっております。 

 本県でも、２００９年の麻しん患者数は５例、２０１０年は麻しん患者数０例となっており、全例を検査診断

しておりますので、ご協力をお願いします。 

 

つきましては、各医療機関におかれましては、医師が届け出に必要な要件（①届出に必要な臨床症状の３

つすべてを満たすもの、又は②届出に必要な臨床症状の１つ以上を満たし IgM 抗体が陽性であるもの＜＊＞）

を満たし、麻しんと診断した場合、①咽頭拭い液②血液③尿の3点セットを採取いただき、管轄の保健所に

電話連絡をいただくとともに、発生届けの提出をお願いいたします。 

＊ IgM抗体検査：各医療機関において保険診療で行う検査 

なお、平成２３年４月１日から麻しん等の届出様式が変更になりますので、香川県感染症情報(アドレス 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/yakumukansen/kansenjyouhou.htm)でご確認ください。 

 

■届出に必要な臨床症状■ 

ア 麻しんに特徴的な発疹 イ 発熱 ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状 

 

 

１．麻しんと臨床診断した場合 

２．①咽頭拭い液②血液③尿の 3 点セットを採取 

①咽頭ぬぐい液は、滅菌綿棒で咽頭を十分ぬぐった後、乾燥させずに滅菌スピッツに０．５mlの

ウイルス分離用培養液（なければ滅菌生理食塩水でも可）を入れ、十分攪拌してください。

綿棒は長ければ半分に折ってスピッツに入れてください(各医療機関で使用している滅菌ス

ピッツを使用) 。PCRとウイルス分離を実施します。 

②血液（ＥＤＴＡ血あるいはクエン酸血）は、全血で１～２mlあれば検査可能です (各医療機関

で使用している末梢血検査用の採血管を使用) 。PCRとウイルス分離を実施します。 

③尿は、培養用の滅菌スピッツに１０ml程度入れてください (各医療機関で使用している滅菌ス

ピッツを使用) 。PCRとウイルス分離を実施します。乳幼児等で採尿が困難な時は結構です。 

※検体は４℃で冷蔵保存してください。 

３．速やかに、管轄の保健所に電話連絡 

保健所がお伺いし、検体を環境保健研究センターへ搬送し、環境保健研究センターでPCR検査等

を行います。検査結果は保健所から医療機関に報告します。検査は積極的疫学調査の一環として実

施しますので、費用はかかりません。 

 

保健所 東讃保健所 小豆保健所 中讃保健所 西讃保健所 高松市保健所 

電話番号 0879-29-8261 0879-62-1373 0877-24-9962 0875-25-2052 087-839-2871 

*この件に関するお問い合わせは 薬務感染症対策課 感染症グループ   川瀬 ・ 新上(しんじょう) ＴＥＬ 087-832-3302  








